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(57)【要約】
【課題】　大根おろし様の磨砕したコンニャク入り食品、ならびに、磨砕した大根の新鮮
な大根臭と、磨砕したコンニャクの食事摂取量の減少、体重増加の抑制、体脂肪の減少な
どの生理的効果とを併せ持つ大根おろし食品の提供。
【解決手段】　　ｐＨ１０～１２の通常のコンニャクを大根おろし風に磨砕し、その磨砕
したコンニャクを、酸性調味料を含むことによってそのｐＨが酸性である調味料、香辛料
でｐＨ7以下に調味し、包装した後、加熱殺菌したことを特徴とする、磨砕したコンニャ
ク入り食品の製造方法。上記の磨砕したコンニャクに磨砕した大根を混合することを特徴
とする磨砕したコンニャク入り食品の製造方法。
【選択図】　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｐＨ１０～１２の通常のコンニャクを大根おろし風に磨砕し、その磨砕したコンニャク
を、酸性調味料を含むことによってそのｐＨが酸性である調味料、香辛料でｐＨ7以下に
調味し、包装した後、加熱殺菌したことを特徴とする、磨砕したコンニャク入り食品の製
造方法。
【請求項２】
　上記の磨砕したコンニャクに磨砕した大根を混合することを特徴とする、請求項１に記
載の磨砕したコンニャク入り食品の製造方法。
【請求項３】
　上記のコンニャクが、コンニャク精粉を水または温湯で混合撹拌し、糊化物とした後に
アルカリでゲル化させた通常の白いコンニャクである、請求項１または２に記載の磨砕し
たコンニャク入り食品の製造方法。
【請求項４】
　上記のｐＨ7以下への調味が、調味料中の酸性調味料であるクエン酸、リンゴ酸、乳酸
、および／またはグルコン酸でｐＨ7に調整することにより行う、請求項１、２または３
に記載の磨砕したコンニャク入り食品の製造方法。
【請求項５】
　磨砕したコンニャクの配合割合は、全量１００重量パーセント中で磨砕コンニャクは１
０～９８重量パーセントである、請求項１ないし４のいずれかに記載の磨砕したコンニャ
ク入り食品の製造方法。
【請求項６】
　上記の包装が、耐熱性で保香性のある合成樹脂フィルム製の袋を使用して行う、請求項
１ないし５のいずれかに記載の磨砕したコンニャク入り食品の製造方法。
【請求項７】
　上記の加熱殺菌が、包装され磨砕したコンニャク入り食品を、５０～１２０℃、６０分
以内の加熱殺菌である、請求項１ないし６のいずれかに記載の磨砕したコンニャク入り食
品の製造方法。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の方法で製造された磨砕したコンニャク入り食品。
【請求項９】
　磨砕したコンニャク入りの大根おろしである、請求項８に記載の磨砕したコンニャク入
り食品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磨砕したコンニャク入り食品の製造方法および磨砕したコンニャク入り食品
、特に磨砕したコンニャク入りの大根おろしに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大根おろしは、おろし金を用いて大根の根部をすりおろした食品であり、和食の付け合
せや薬味として使われることが多い。大根おろしの辛みは、辛み成分アリルイソチオシア
ネート（芥子油）によるものであるが、この物質は、そのままの大根の中には存在してい
ない。イソチオシアネートは大根をすりおろしたり切ることで、細胞が壊れると初めて化
学反応により生成される。大根中の別々の場所に存在していたイソチオシアネートの前駆
物質（グルコシノレート、芥子油配糖体）とミロシナーゼと呼ばれる酵素が、細胞が壊れ
ることにより混ざりあい、イソチオシアネートを生成する化学反応を起こすことによる。
また大根中のアミノ酸類と糖類は互いに化学反応して褐色を呈するようになる。
【０００３】
　大根おろしの辛みを得るためには、細胞を効率良く壊すことが必要であり、大根の切断
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面を繊維を断ち切るようにおろすとよい。おろし金に対して直線に力をこめて一気にすり
おろすとより辛味が増す。具体的には長手方向に対して直角に円を描くように回しながら
おろすと良い。「怒りながら大根をおろすと辛くなる」という昔ながらの伝承は、道理に
かなっているといえる。また、皮付きでおろすと更に辛みが増す。
　イソチオシアネートの前駆物質は根の先端部分ほど含有量が多く、葉に近い部位の約10
倍にもなる。また若い大根には多く、成長するにしたがって減少する。そのため辛い大根
おろしには夏大根がより適している。逆に辛味を減らしたい場合は、くびの方を使い、輪
切りにした側面からゆっくりと円を書くようにすりおろす。繊維に沿っておろすことにな
り細胞が壊れにくいためである。前述の皮の方に辛みがあるのでさらに芯の部分を使用す
ると辛みは減少する。さらに甘みを生かすためにはおろしたあと即加熱することで10分程
度で加熱前より２倍程甘みが増す。
【０００４】
　密封容器入り擦りおろし食品として代表的なパック入り大根おろしが知られており、一
般に、洗浄殺菌した大根を細断し、スライサー等の自動おろし機により大根おろしを作成
し、次いでこれを自動充填機によりポーションカップ等の包装容器に所定量ずつ充填し、
然る後、密封することにより製造され、包装容器に充填密封後、６０～７５℃の温水中に
１０～１５分間浸漬し、ついで０～５℃の冷水中に５～１５分間浸漬することが開示され
ている（特許文献１）。また擦りおろし用食材を輪切りにした後、筒状金型にて型抜きし
て棒状物を得、次いで該棒状物を、開閉自在の底板を備えたパレットの凹所に収納した後
、大根おろし機により、大根おろしを製造し、ついで当該パレットの底板を開いて該大根
おろしを容器に落下充填せしめ、次いで該容器の開口部を密閉することを特徴とする容器
入り擦りおろし食品の製造方法が開示されている（特許文献２）。容器入り大根おろしの
製造装置については、レストランや料理店のように大量の大根おろしを消費する現場では
、モータを駆動源とするスライサと称する機器を用いることもある。またこのようなパッ
ク入り大根おろしの製造装置は、大根の皮むき機と、大根の滅菌洗浄機と、大根のスライ
サ装置とを具備し、更に大根おろし充填機を有する容器入り大根おろしの製造装置が開示
されている（特許文献３）。
【０００５】
　最近は、若い人達を中心にダイエット食品やサプリメントの摂取量も多くなってきてい
るが、古来よりの食べ物であり、安全性の高い蒟蒻を素材としたヘルシー食品が望まれ、
その効果が期待されている。通常コンニャクと呼ばれる食品は、グルコマンナンなどを原
料とし、９６～９７％が水分からなるゲル状物質である。グルコマンナンはグルコースと
マンノースが２：３～１：２の比率で重合した多糖類の一種でコンニャクマンナンとも呼
ばれ、ヒトの消化管ではほとんど消化されず腸内微生物により一部脂肪酸に変換されて利
用されるにすぎない。このため、カロリーが極めて低い食品の一つとされている。コンニ
ャクの主原料であるグルコマンナンは、サトイモ科コンニャク属に属するコンニャク芋（
塊茎）に含まれる天然の食物繊維でもある。
　近年、グルコマンナンは、コンニャク以外の食品においても、食物繊維補給、固形食品
の食感改良、保水性向上などの目的でもって使用され、特に、摂取カロリーを制限する必
要のある場合の食品素材として利用されることが多い。この代表的な食物繊維は、血糖値
や血中コレステロールを下げる効果や免疫増強活性があると言われている。このように、
コンニャクの主要成分であるグルコマンナンなどの水溶性食物繊維は、低カロリーで、か
つ、高粘性で消化管内での通過時間を遅らせることができるため、食事摂取量の減少、体
重増加の抑制、体脂肪の減少などの生理的効果があるとされ、そのため、従来、グルコマ
ンナンを種々の食品に添加した健康食品類が種々提供されてきている。
【０００６】
　その表れとして蒟蒻料理は、和食としての惣菜料理への利用から蒟蒻芋粉を使用してサ
ラダや洋菓子、麺類へと利用が広くなってきた。しかし、保存のためアルカリの状態で流
通しているのでコンニャクに残存するアルカリ凝固剤によって起こされる苦味や悪臭成分
の増幅や、調理前にアク抜き（コンニャク中に残存するアルカリ成分を除くこと）の必要
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があること等から、家庭の調理素材や、企業の食品素材への利用が限定されて需要が伸び
ない。そこで本出願人は、アルカリコンニャクを酸液に浸漬して、アルカリを中和させ、
酸性域のコンニャクにすることが不可欠であることを見出しすでに特許出願をしている（
特許文献４）。
　また、本出願人は、コンニャク内から水及び調味液に溶出しない天然色素を練り込んで
種々に着色したコンニャクであって、ｐＨを９～３に調整したこと、好ましくは必要量の
有機酸を添加した調味酸液、より好ましくは用途別に調製した該調味酸液に浸漬すること
により、ｐＨを９～３に調整したこと、必要に応じ、一定の形状に成形した着色コンニャ
クを単色または２以上の異なる色の組み合わせで包装したことを特徴とする、色の組合せ
による遊び感覚と滑らかさと弾力という独特な食感、そして、低カロリー、食物繊維とい
う特性を持つ食品素材用コンニャク、より具体的には冷菓、菓子類、乳製品または惣菜類
用の素材用コンニャクを開発している（特許文献５）。
【０００７】
　コンニャク成分を利用した食品に関しては、例えば、澱粉を多く含み食感が良く茹で伸
びしない麺類が提案されている（特許文献６）。この提案では、澱粉質原料とコンニャク
糊を含む原料に加水して生地を調製する際に、澱粉質原料１００質量部に対して、コンニ
ャク糊中の水分を含めた加水量が４０～７０質量部となるようにして麺類を製造する。し
かしながら、コンニャクマンナンを大量の水を含んだ状態で凝固させているため、多量の
コンニャク成分を配合することができないという問題がある。コンニャク成分を含有する
他の種類の食品を製造する従来技術としては、例えば、澱粉を主原料とする食品にコンニ
ャク成分を多く含有させ、低カロリーで食物繊維を多く含む食品とし、かつ、食感も良い
、コンニャク含有食品及びその製造方法を提供することを課題とするものがある。この技
術は、澱粉とコンニャク粉をあらかじめ混合した配合物に対して水を加え、次いでコンニ
ャク凝固剤を配合しないで、これらの配合物を撹拌して混合物を得る工程と、前記混合物
を加圧混練してペースト状混練物を調製する工程と、前記ペースト状混練物を加圧押出し
て所要形状に成形する工程を備え、１００質量部中にコンニャク成分を５～５０質量部含
むことを特徴とするコンニャク含有食品、例えば、春雨の製造方法が提案されている（特
許文献７）。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－２３８６５２号公報
【特許文献２】特開平８－１３１１１４号公報
【特許文献３】特開平９－７０２８３号公報
【特許文献４】特許第３８２９２１１号公報
【特許文献５】報特許第３９０５８３０号公報
【特許文献６】特開２００３－１６７号公報
【特許文献７】特開２００８－１３６４８４号公報
【特許文献８】特開２００１－６１４０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　辛み成分アリルイソチオシアネート（芥子油）は揮発性のため、おろしてからしばらく
おいておくと辛みが減少する。おろしてから５分程度経過したら、辛みがピークに達しそ
の後減少する。また、ビタミンCなども時間とともに同様に減少する。これは風味の主体
を形成する物質がメチルメルカプタン、ジメチルジスルフィドなどの硫黄化合物であり、
独特な辛味や苦味を発生することも、また、複雑な大根臭は３－メチルチオ－３－ブテニ
ール辛子油であることも知られているが、これらの物質は室温下で迅速な酵素反応を起こ
し、分解して変化を起こしていく。それをさけるためには、食べる直前におろす。そのた
め、大根おろしは、必要時に必要量を現場で製造するものとして考えられてきたのであり
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、従来より、大根おろしが単品の商品として流通することは極めて少ない。これらの反応
を停止させるために、市販品は冷凍されていることが多い（特許文献８など参照）。一方
、グルコマンナンを種々の食品に添加し健康食品類が種々提供されてきている。
【００１０】
　そこで、本発明は、磨砕したコンニャクの食事摂取量の減少、体重増加の抑制、体脂肪
の減少などの生理的効果を持つ、大根おろし様の磨砕したコンニャク入り食品を提供する
ことを目的とする。
　また、本発明は、磨砕した大根の新鮮な大根臭と、磨砕したコンニャクの食事摂取量の
減少、体重増加の抑制、体脂肪の減少などの生理的効果とを併せ持つ大根おろし食品を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、以下の（１）ないし（７）に記載の磨砕したコンニャク入り食品の製造方法
を要旨とする。
（１）ｐＨ１０～１２の通常のコンニャクを大根おろし風に磨砕し、その磨砕したコンニ
ャクを、酸性調味料を含むことによってそのｐＨが酸性である調味料、香辛料でｐＨ7以
下に調味し、包装した後、加熱殺菌したことを特徴とする、磨砕したコンニャク入り食品
の製造方法。
（２）上記の磨砕したコンニャクに磨砕した大根を混合することを特徴とする、上記の（
１）に記載の磨砕したコンニャク入り食品の製造方法。
（３）上記のコンニャクが、コンニャク精粉を水または温湯で混合撹拌し、糊化物とした
後にアルカリでゲル化させた通常の白いコンニャクである、上記の（１）または（２）に
記載の磨砕したコンニャク入り食品の製造方法。
（４）上記のｐＨ7以下への調味が、調味料中の酸性調味料であるクエン酸、リンゴ酸、
乳酸、および／またはグルコン酸でｐＨ7に調整することにより行う、上記の（１）、（
２）または（３）に記載の磨砕したコンニャク入り食品の製造方法。
（５）磨砕したコンニャクの配合割合は、全量１００重量パーセント中で磨砕コンニャク
は１０～９８重量パーセントである、上記の（１）ないし（４）のいずれかに記載の磨砕
したコンニャク入り食品の製造方法。
（６）上記の包装が、耐熱性で保香性のある合成樹脂フィルム製の袋を使用して行う、上
記の（１）ないし（５）のいずれかに記載の磨砕したコンニャク入り食品の製造方法。
（７）上記の加熱殺菌が、包装され磨砕したコンニャク入り食品を、５０～１２０℃、６
０分以内の加熱殺菌である、上記の（１）ないし（６）のいずれかに記載の磨砕したコン
ニャク入り食品の製造方法。
【００１２】
　また、本発明は、以下の（８）および（９）に記載の磨砕したコンニャク入り食品を要
旨とする。
（８）上記の（１）ないし（７）のいずれかに記載の方法で製造された磨砕したコンニャ
ク入り食品。
（９）磨砕したコンニャク入りの大根おろしである、（８）に記載の磨砕したコンニャク
入り食品。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、磨砕コンニャクの物性が大根おろしに近く、白色が変色せず無味で、加熱に
よる変化も少なく、着色も可能という点を利用し、大根おろしを食品の原材料として使用
する種々の飲食に供されるメニュー用食品素材として提供することができる。
　さらに、大根おろしのもつ新鮮な大根臭も利用して混合することにより、新規なコンニ
ャク食品である、磨砕したコンニャク入りの大根おろしを提供することができる。
　また、包装後のｐＨ調整して加熱処理を行うことにより殺菌され、かつ、大根おろし中
の酵素作用を失活させた、安定して食感・食味が維持される磨砕したコンニャク入りの大
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根おろしを提供することができる。
　さらにまた、酸性液状調味料を混合して磨砕したコンニャク入りの各種ドレッシングを
提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［磨砕したコンニャク］
　ｐＨ１１～１２の通常のコンニャクを大根おろし様に磨砕する。通常のコンニャクの原
料は、こんにゃく芋、こんにゃく芋精粉を用いる。副原料は通常のこんにゃく副原料であ
り、水酸化カルシウムなどアルカリ凝固剤、着色料、調味料を用いる。コンニャク芋を製
粉化した、コンニャク粉から作るコンニャクの色は白色である。一方、生芋から作るコン
ニャクには、その皮などが入って黒っぽくなる。粉からコンニャクを製造するようになっ
たのは江戸時代、当時から西日本では芋からつくったこんにゃくが中心であったので粉か
らつくった白いこんにゃくはあまり好まれなかったようである。そこで、海藻の「アラメ
」「ヒジキ」「カジメ」等の粉末で色をつけて芋こんにゃくに似せたのがはじまりである
と言われている。以来現在でも西日本は黒、東日本は白いこんにゃくが中心になっている
。 
　通常の黒いコンニャクの製造方法は以下の通りである。
　コンニャク精粉３kgと海藻粉３００ｇに水９７Lを加えてゆっくり撹拌した後、１．５
時間放置した。次に、得られたコンニャクのりに１．３％の水酸化カルシウム１０Lを撹
拌しながら加え、缶枠内に流し８０～９０℃で一晩放置して黒いコンニャクを得た。この
コンニャクのｐHは１１～１２であり、さらに同じｐHのアルカリ液で袋詰めされ、殺菌（
８０℃、１時間）して製品になる。海藻粉で色をつけない場合は白いコンニャクが得られ
る。
【００１５】
　白いコンニャクを磨砕したものは物性が大根おろしに近く、白色が変色せず無味で、加
熱による変化も少ない。着色も可能である。本発明で用いるｐＨ１１～１２の通常のコン
ニャクは、白いコンニャクが好ましい。その場合、磨砕したコンニャクは、コンニャク精
粉を水または温湯で混合撹拌し、糊化物とした後にアルカリでゲル化させた通常の白いコ
ンニャクを磨砕して用いる。コンニャクは、脱アルカリされた、コンニャク（特許文献４
）を磨砕する場合もあるし、赤、黄、緑の色に着色したコンニャク（特許文献５）を磨砕
する場合もある。用途によっては脱アルカリされた、黒の色に着色したコンニャクを磨砕
する場合もある。食感に関しては、磨砕の程度を強弱にして形状の大小の変化、磨砕後の
搾り方で、固形物と水分の量を加減する。コンニャク中のコンニャク精粉量の多少も適宜
検討して決める。
【００１６】
［大根おろし］
　上記の磨砕したコンニャクに磨砕した大根を混合することができる。
　磨砕した大根を作るのに用いる剥皮した大根は品種、形状を問わない。
　従来から料理に利用されている大根おろしは、大根の品種や部位によって、風味が異な
り、おろした後にその風味が消失したり、変化したりすることは時間単位で起こる。これ
は風味の主体を形成する物質がメチルメルカプタン、ジメチルジスルフィドなどの硫黄化
合物であり、独特な辛味や苦味を発生することも、また、複雑な大根臭は３－メチルチオ
－３－ブテニール辛子油であることも知られているが、これらの物質は室温下で迅速な酵
素反応を起こし、分解して変化を起こしていく。また大根中のアミノ酸類と糖類は互いに
化学反応して褐色を呈するようになる。
【００１７】
〔大根おろし、あるいは磨砕したコンニャクの水分調整〕
　磨砕したコンニャクや大根を網状の容器に入れて、出てきた水分を一定量にして止める
。実際はザルを使用した。このザルの目の大きさによって、磨砕コンニャクの細片の大き
さが決まる。細片の大きさはフードカッターで磨砕する時間（分）で決まる。食感に関し
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ては、磨砕の程度を強弱にして形状の大小の変化、磨砕後の搾り方で、固形物と水分の量
を加減して調製する。
【００１８】
〔大根おろし中の酵素作用の失活〕
　磨砕したコンニャクに磨砕した大根を混合する態様においては、これらの反応を停止さ
せるために、包装後、ｐＨ調整して殺菌の目的で加熱処理を行う際、大根おろし中の酵素
作用を失活させる。
【００１９】
[混合比率]
　磨砕したコンニャクは磨砕した大根特有の色と食感を持つように磨砕することが可能で
あり、その他の配合剤を用いることにより、全量１００パーセントの大根おろし様の食品
とすることができる。磨砕したコンニャクの配合割合は、全量１００重量パーセント中で
磨砕コンニャクは、１０～９８重量パーセント、好ましくは５０～９０重量パーセントで
ある。磨砕したコンニャクに磨砕した大根を混合する場合、磨砕した大根と磨砕したコン
ニャクの混合比率は、全量１００パーセント中で磨砕コンニャクは５０～９０パーセント
、残りの１０～５０パーセントが磨砕した大根（大根おろし）および調味料その他の配合
剤であることが好ましい。
【００２０】
［調味料およびその他の配合剤］
　磨砕したコンニャク、あるいは磨砕したコンニャクと磨砕した大根が全量１００重量パ
ーセントの大根おろし様の食品のほとんどを占める場合、大根独自の辛味をトウガラシ油
（食品添加物）で表現し、甘味料を少量付与する。本発明に用いる辛味成分としては、大
根、黒辛子、山椒由来のアリールカラシ油の主成分であるアリールイソチオシアネート、
さらに上記成分を化学合成した辛味成分を挙げることができる。甘味料は、天然素材を原
料とした天然甘味料、人工的に生成された人工甘味料のいずれでもよい。実施例で用いた
還元水飴は、低カロリーの難消化性糖質であり、耐熱性に大変優れた糖質で、食品のテリ
、保湿性を高める性質を有する。必要により粘りは増粘剤を用いて調整することができる
。増粘剤は、増粘目的で使用されているキサンタンガム、カラギナン、グァーガム、ロー
カストビーンガム、アルギン酸塩、グルコマンナン、でん粉、デキストリンなど多糖類か
らなる食品用増粘剤の中から適宜選択される。
　調味料中の酸性調味料である酢酸、クエン酸、リンゴ酸、乳酸、グルコン酸でｐＨ７に
調整する。本発明で使用するコンニャクはコンニャクイモ並びにコンニャク精粉を原料と
して水酸化カルシウム、カン水などのアルカリで凝固させたものであり、コンニャクのｐ
Ｈは１０～１２である。
　上記コンニャク中のアルカリを中和するのに必要な酸量（酸性調味料の量）は所定重量
のコンニャクをホモジナイザーで磨砕し、これに有機酸（酸性調味料の量）を添加して、
ｐＨ５．０～７．０になるまでに要する酸量で決める。
　その他の配合剤として、香りに関しては、大根おろしのもつ新鮮な大根臭を利用するこ
とができるが、大根の香り成分の３－メチルチオ－３－ブテニール辛子油に代わって類似
の香気成分であるアリールカラシ油（食品添加物）を添加して補強することで、大根の品
種や部位、季節の変動にかかわらず製品の品質を一定にすることができる。
　変色に関しては、コンニャクは変色しないので、大根との混合比を多くするとか、変色
防止剤である食品添加物のアスコルビン酸またはナトリウム塩を添加することで改善する
ことができる。
【００２１】
　全量１００重量パーセントの大根おろし様の食品は、磨砕したコンニャクおよび酸性液
状調味料を混合して製造することができる。さらには磨砕した大根を加えることができる
。すなわち、磨砕したコンニャクに、あるいは磨砕した大根と磨砕したコンニャクを混合
してから、調味料、香辛料でｐＨ7以下に調味するために酸性液状調味料を用いることが
できる。こうした脱アルカリ（中和）と調味は、まず、コンニャクを大根おろし風に磨砕
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し、その磨砕したコンニャクを、調味料、香辛料でｐＨ7以下に調味し、その後で、酸性
液状調味料に混合して製造することができる。
　酸性液状調味料は、常温流通を可能ならしめるためにｐＨを４．６以下に調整された液
状の調味料であり、サラサラしたタイプばかりでなく、ペースト状のものも含まれる。こ
のような酸性液状調味料としては、例えば、分離液状ドレッシング、乳化液状ドレッシン
グ、ノンオイルドレッシング、マヨネーズ、マヨネーズ様調味料、サラダドレッシング、
たれ、ポン酢などが挙げられる。また、上記ｐＨは、分離液状ドレッシングの場合、下層
の水相あるいは乳化相、乳化液状ドレッシングなどの乳化タイプの場合、当該乳化相を測
定したときの値である。酸性液状調味料には、酸性液状調味料に通常用いられている各種
原料を適宜選択し配合させることができる。例えば、菜種油、コーン油、綿実油、サフラ
ワー油、オリーブ油、紅花油、大豆油、パーム油、ゴマ油、魚油、卵黄油等の動植物油及
びこれらの精製油、並びに中鎖脂肪酸トリグリセリド、ジグリセリドなどのように化学的
あるいは酵素的処理を施して得られる油脂などの食用油脂、食酢、クエン酸、乳酸などの
酸材、グルタミン酸ナトリウム、食塩、砂糖、みりん、醤油、味噌などの各種調味料、馬
鈴薯澱粉、コーンスターチ、タピオカ澱粉、小麦澱粉、米澱粉、これらの澱粉をアルファ
化、架橋などの処理を施した加工澱粉、並びに湿熱処理澱粉などの澱粉類、キサンタンガ
ム、タマリンド種子ガム、ローカストビーンガム、ジェランガム、グアーガム、サイリュ
ウムシードガムなどのガム質、動植物のエキス類、からし粉、胡椒などの香辛料、並びに
各種蛋白質やこれらの分解物、ゴマペースト、ジンジャーペーストなどの野菜類の粉砕物
などが挙げられる。
【００２２】
［製造方法］
　白い板コンニャク、あるいは剥皮した大根および白い板コンニャクは磨砕機を用いて磨
砕する。磨砕が「こすり、くだくこと」、「石うすでこなごなにすること」の意味であり
、そのような機能を有する手段であれば特に制限はない。細片の大きさは例えばフードカ
ッターで磨砕する時間（分）で決まる。
　製造工程は、磨砕した白いアルカリコンニャクを圧搾して固形物と水の量を一定にする
。あるいは、磨砕した白いアルカリコンニャクと磨砕した大根とを一定の比率で混合し、
圧搾して固形物と水の量を一定にする。磨砕したコンニャクや大根を網状の容器に入れて
、出てきた水分を一定量にして止める。
次に調味料や香辛料を添加して風味を調整するが、このとき酸味料を加えｐＨを７以下に
する。すなわち脱アルカリ（特許文献４参照）を行う。ｐＨ調整されたアルカリ利用磨砕
したコンニャク入り食品（磨砕したコンニャク入りの大根おろし）は合成樹脂フィルム製
の袋で密封され、加熱殺菌される。なお、コンニャクは脱アルカリされたコンニャクを磨
砕する場合もあるし、赤、黄、緑の色に着色した（特許文献５参照）コンニャクなどを磨
砕する場合もある。
　製造に際しての問題点は、変色、香り、食感、味、日持ちについてのことであるが、変
色、香り、食感、味に関しては、上記の通りであり、日持ちに関しては、製造の最終であ
る包装時に、例えば、製品のｐＨが５．０～４．０になるように酸を添加し、８５℃、３
０～６０分の加熱殺菌を行う。すなわち、包装された磨砕したコンニャク入り食品（磨砕
したコンニャク入りの大根おろし）は、５０～１２０℃、６０分以内の加熱殺菌を行う。
【００２３】
　[包装容器]
　包装は、添付用小袋、家庭料理用チューブ、業務用大型袋など特に制限はないが、合成
樹脂フィルム製の袋、特に耐熱性で保香性のあるものが好ましい。
　小袋等の包材の最内層で使用する保香性のある包材材料のバリア層として、アクリル酸
系樹脂、共重合ポリエチレンテレフタレート系、ポリアクリルニトリル系、EVOH系、アル
ミニウム箔、アルミ蒸着フイルム等のバリア層を用いることが知られている。本発明では
「ベセーラ」（株式会社クレハの登録商標）を用いたが、耐熱性で保香性のあるものであ
れば特に制限されない。「ベセーラ」はアクリル酸系樹脂をプラスチックフイルムに約１
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μｍの厚みでコーティングしたものである。高湿度でのガスバリヤー性に優れている。被
膜は耐水性にも優れており、レトルトにも耐える。耐クラック性もよい。しかし防湿性は
向上しない。ＰＥＴコート品が主体である。
【００２４】
 [用いられる料理]
　磨砕したコンニャク、あるいは磨砕したコンニャクと磨砕した大根が全量１００重量パ
ーセントの磨砕したコンニャク入り食品（磨砕したコンニャク入りの大根おろし）のほと
んどを占める場合は、通常の大根おろしと同じメニューに用いることができる。それらを
列示する。
　焼き魚（秋刀魚、鯖、鰯など）、しらす干し（ジャコ魚）、からみ餅、おろしそば、お
ろしうどん、おろしスパゲッティ、なべ料理、（鍋の中に入れたもの：みぞれ鍋あるいは
雪鍋、漬け汁にも用いられる。）、タレ類（鶏唐揚げのみぞれ和え、和風ハンバーグ、豚
カツ、ステーキ）、煮物（みぞれ煮）、天ぷら、納豆。
　磨砕したコンニャクと酸性液状調味料、あるいは磨砕したコンニャクと磨砕した大根と
酸性液状調味料が全量１００重量パーセントの磨砕したコンニャク入り食品（磨砕したコ
ンニャク入りの大根おろし）のほとんどを占める場合は、ピクルスの細片等を加えた通常
のドレッシングタイプ調味料と同様に、主としてサラダに使用することができる。
【００２５】
　本発明の詳細を実施例で説明する。本発明はこれらの実施例によってなんら限定される
ものではない。
【実施例１】
【００２６】
　剥皮した大根および白い板コンニャクはそれぞれ磨砕機としてミルミキサー(YAMAZEN 
社製)を用いて磨砕した。
配合する食品、食品添加剤は以下の製品を用いた。
　還元水飴（還元澱粉糖化物アマミール）　株式会社林原生物化学研究所製　　
　アリールカラシ油　　三栄源エフエフアイ社製
　トウガラシ油　　三栄源エフエフアイ社製
　クエン酸　　三栄源エフエフアイ社製
【００２７】
　剥皮し磨砕した大根１ｋｇと白い板コンニャクを磨砕して、圧搾、水切りしたもの９ｋ
ｇを混合し（ｐＨ９．９）、次にアスコルビン酸ナトリウム１０ｇ、還元水飴（アマミー
ル）３００ｇ、２％アリールカラシ油を２０ｇ、０．２％トウガラシ油３０ｇ、クエン酸
２０ｇ、製品ｐＨ４．５、１ｋｇずつを合成樹脂製袋に充填し、８５℃５０分殺菌した。
冷蔵庫で保存して６ヶ月後に、以下の評価を行った。合成樹脂製袋は、「ベセーラ」（株
式会社クレハの登録商標）アクリル酸系樹脂をＰＥＴフィルムに約１μｍの厚みでコーテ
ィングしたもので作った袋を用いた。
【００２８】
＜評価項目＞
　１．官能検査
　専門パネラー１０名により、以下の評価指標で、得られた磨砕したコンニャク入りの大
根おろしの評価を行った。
【００２９】
　香り、辛さ、甘さ、食感、変色の評価
　実施例１および２、比較例１で得られた磨砕したコンニャク入りの大根おろしの香り、
辛さ、甘さ、食感、変色をそれぞれ「大変良好」、「良好」、「不良」の３段階で評価し
た。各評価の回答人数の最も多い人数の評価を表１に示した。
実施例１のものは、ほぼ従来の大根おろしと同じ食感を持ち風味も非常に類似していると
の評価を得た。
【実施例２】
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【００３０】
　剥皮し、磨砕した大根５Ｋと磨砕したコンニャク５Ｋを混合し、その他の操作は実施例
１と同じである。実施例１と同様に、香り、辛さ、甘さ、食感、変色の評価をし、表１に
示した。
剥皮し磨砕した大根の混合比が半分で、大根の品質からの性質が強く影響し、特に変色、
辛さに実施例１に比べてやや難点があった。
【００３１】
［比較例１］
　剥皮し、磨砕した大根単独で調味はなく１ｋｇずつ包装し、８５℃５０分殺菌した。
冷蔵庫で保存して８日後に、香り、辛さ、甘さ、食感、変色の評価をし、表１に示した。
非常に早く（８日より前に）、香り、辛さが変質し異臭を生じた。
【００３２】
【表１】

【実施例３】
【００３３】
　実施例１の磨砕大根１Ｋｇを磨砕コンニャク１Ｋｇに置き換えて、磨砕コンニャク単独
１０Ｋｇについて、その他の操作は実施例１と同じく調味し、ｐHは４．５であった。実
施例１と同様に、香り、辛さ、甘さ、食感、変色の評価をし、表２に示した。品質につい
ては香りと辛さに大根らしさにやや難点があった。
【実施例４】
【００３４】
実施例１の磨砕大根１Ｋｇを赤く着色したコンニャク（文献５）を磨砕したもの１Ｋｇに
置き換えて、赤く着色したコンニャク（文献５）を磨砕したもの単独１０Ｋｇについて、
その他の操作は実施例１と同じく調味し、ｐHは４．５であった。この酸性でも変色は起
こらなかった。実施例１と同様に、香り、辛さ、甘さ、食感、変色の評価をし、表２に示
した。品質については実施例３と同様に香りと辛さに大根らしさにやや難点があった。
【００３５】
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【表２】

【実施例５】
【００３６】
［おろしぽん酢例］
　磨砕コンニャクは白いアルカリコンニャクをフードカッターで３０秒間磨砕したもの(
搾らない)３００ｇに調味液１００ｍｌ（アスコルビン酸０．１％、還元水飴３％、クエ
ン酸１．２％、トウガラシ油０．０２％、アリールカラシ油０．００７％、キサンタンガ
ム２％）を混合したものを調製した。
　味ぽん酢は、市販のもの（本醸造しょう油、果糖ぶどう糖液糖、かんきつ果汁、醸造酢
、食塩、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料）、ｐH３．７、塩分値１０％を用いた。
　コンニャクを大根おろし風に磨砕し、その磨砕したコンニャクを、調味料、香辛料でｐ
Ｈ7以下に調味したものと、市販の味ぽん酢を表３の混合比で混合して製造した。
　混合物の粘性は、No４、５は粘性が強く、マヨネーズ様であった。No２、３は液状であ
った。
　磨砕コンニャクの入ったぽん酢は、磨砕コンニャクの物性に特有な独自なものになり、
粘性とともに用途は種々と考えられる。調味も随意に調節可能で、ぽん酢の他にタレ類に
も有効であった。
【００３７】
【表３】

【産業上の利用可能性】
【００３８】
　コンニャクの主要成分であるグルコマンナンなどの水溶性食物繊維は、低カロリーで、
かつ、高粘性で消化管内での通過時間を遅らせることができるため、食事摂取量の減少、
体重増加の抑制、体脂肪の減少などの生理的効果があるとされ、そのため、従来、グルコ
マンナンを種々の食品に添加した健康食品類が種々提供されてきている。毎日食するコン
ニャクの新しい食品を提供できる可能性がある。
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